
　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和８年４月１日現在）

○行政職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

主事 53

技師 8

副主幹 8 8 2.5% 副主幹級

総括主査 44 44 13.5% 課長補佐級

主幹 0 0 0.0% 主幹級
課長 29
所長 5
局長 2
参事 2 2 0.6% 参事級
部長 7
会計管理者 ※0
教育次長 1
議会事務局長 1

326 100.0%
※税務部長が会計管理者を併任しています。

医療職給料表（３）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

保健師 0

保健師 6

主任保健師 4

主任保健師 4 4 28.6%
総括保健師 ※0 課長補佐級

保健師長 ※0

14 100%

課長級

合　　計
※保健師長及び総括保健師は、行政職の職務と兼務であり、行政職給料表の対象としています。

5級 保健師長の職務 0 0% 0 0%

係長級

4級
総括保健師又は高度の知識若
しくは経験を必要とする主任保
健師の職務

4 28.6%
0 0%

3級 主任保健師の職務 4 28.6% 4 28.6%

係員級
（主事級）

2級
高度の知識又は経験を必要と
する保健師又は看護師の職務

6 42.9% 6 42.9% 係員級
（主任級）

1級 保健師又は看護師の職務 0 0% 0 0%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

合　　計

11.0% 課長級

7級
部長、会計管理者、教育次長、
議会事務局長、事務所の所長
又は参事の職務

11 3.4%
9 2.8% 部長級

5級 総括主査又は副主幹の職務 52 16.0%

6級

課長、室長、委員会等の事務局
の長(教育次長及び議会事務局
長を除く。)、支所等の所長若し
くは館長又は主幹の職務

36 11.0%
36

92 28.2%

係長級

4級 主任主査の職務 25 7.7% 主任主査 25 25

3級 主査の職務 92 28.2% 主査 92

7.7%

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の３第２項の規定による等級等ごとの職員の数をお知らせし
ます。

等級
等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

係員級
（主事級）

2級 主任の職務 49 15.0% 主任 49 49 15.0% 係員級
（主任級）

1級 主事又は技師の職務 61 18.7% 61 18.7%



○労務職員給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
運転技士 2
用務員 2
業務員 0
運転技士 0
用務員 0
業務員 0
主任運転技士 0
主任用務員 0
主任業務員 0
主任運転技士 0
主任用務員 1
主任業務員 0
主任運転技士 2
主任用務員 14
主任業務員 5

26 100%

366

課長補佐級

合　　計

総　合　計

※三役（常勤の特別職）及び定年前再任用短時間勤務職員は、含みません。
※常時勤務の暫定再任用職員、公営企業職員及び一部事務組合等の派遣職員については、定員管理、等級
管理等を市で行っていることから含んでいます。

5級
車庫長若しくは副車庫長の職務
又は４級に掲げられた職務で特
に市長が定める職務

21 80.8% 21 80.8%

係長級

4級
特に高度の技能若しくは経験を
必要とする運転技士、給食調理
員、用務員又は業務員の職務

1 3.8% 1 3.8%

3級
高度の技能若しくは経験を必要
とする運転技士、給食調理員、
用務員又は業務員の職務

0 0.0% 0 0.0%

係員級
（主事級）

2級
相当の技能若しくは経験を必要
とする運転技士、給食調理員、
用務員又は業務員の職務

0 0.0% 0 0.0% 係員級
（主任級）

1級
運転技士、給食調理員、用務員
又は業務員の職務

4 15.4% 4 15.4%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階


